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令和７年 3 月 
住みたい 住んでよかった 魅力いっぱい 元気な浜田 

～豊かな自然、温かい人情、人の絆を大切にするまち～ 

 

浜 田 市



 

 

はじめに 

 

平成 18 年 6 月に施行した「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革推進に

関する法律」に基づき、地方公共団体の資産・債務改革のひとつとして「新地方公会

計制度の整備」が位置付けられました。これにより、発生主義・複式簿記の考え方の

導入を図り、「新地方公会計制度研究会報告書」（平成 18 年 5 月総務省）で示された

「基準モデル」または「総務省方式改訂モデル」のどちらかのモデルを採用し、地方

公共団体単体及び関連団体等も含む連結ベースの 4 つの財務書類（貸借対照表・行政

コスト計算書・資金収支計算書・純資産変動計算書）を平成 21 年度までに整備する

ことが求められました。 

その後、ほとんどの地方公共団体が財務書類の作成・公表に取り組みましたが、「基

準モデル」、「総務省方式改訂モデル」のほか、「東京都方式」などの複数の作成方式が

存在することに加え、同一の作成方式であっても、固定資産台帳の整備状況により資

産計上額に差が生じるため、団体間での比較が困難などの課題がありました。 

新地方公会計の推進についてさらなる検討が進む中、総務省は、平成 27 年 1 月に

「統一的な基準による地方公会計の整備促進について（総務大臣通知）」を通知し、あ

わせて示した「統一的な基準による地方公会計マニュアル」に基づき、全ての地方公

共団体において、原則として平成 29 年度までに「統一的な基準」による財務書類等

を作成するよう要請しています。 

浜田市においては、平成 19 年度決算から「総務省方式改訂モデル」を採用し財務

書類を作成してきましたが、総務省からの要請を受け、平成 28 年度から「統一的な

基準」による財務書類を作成しています。 

この財務書類は、「一般会計等」と特別会計や企業会計を合わせた「全体会計」に加

え、一部事務組合や第３セクターなど、市の財政に影響する関係団体を含む「連結会

計」の３つの区分ごとに作成することになっており、浜田市が所有する資産と債務が

把握できます。 

今後、それらの分析内容を活用して、より一層効率的な財政運営に取り組んでまい

ります。 
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Ⅰ 財務書類について 
 

1 統一的な基準の特徴 

会計処理方法として民間企業会計と同様の複式簿記や発生主義会計を導入するとともに、

現存する全ての固定資産を洗い出し、固定資産台帳を整備することで、現金取引（歳入・歳

出）に加えて、ストック情報（資産・負債・純資産の期末残高）及びフロー情報（期中の収

益・費用及び純資産の内部構成の変動）を網羅的かつ公正価値で把握できます。また、全国

統一の基準であるため、各団体間での比較可能性が確保されます。 

 

2 対象とする会計の範囲 

 財務書類は、「一般会計等（一般会計）」、特別会計や企業会計をあわせた「全体会計」、本市

が関係する関連団体を含めた「連結会計」の 3 つの区分で作成しており、具体的には下表の

とおりです。 

区分 対象となる会計等 

一
般
会
計

等 

全
体
会
計 

連
結
会
計 

一般会計 

 

事業会計 

国民健康保険特別会計(事業勘定） 

国民健康保険特別会計(直診勘定） 

後期高齢者医療特別会計 

公営企業会計 

（法適） 

水道事業会計 

工業用水道事業会計 

公共下水道事業会計 

公営企業会計 

（法非適） 

農業集落排水事業特別会計 

漁業集落排水事業特別会計 

生活排水処理事業特別会計 

駐車場事業特別会計 

 

一部事務組合・

広域連合※ 

島根県市町村総合事務組合 

島根県後期高齢者医療広域連合 

浜田地区広域行政組合 

地方公社・第三

セクター等※ 

浜田市土地開発公社 

（公財）浜田市教育文化振興事業団 
 

※ 一部事務組合等は、複数の自治体と連携協力して行政サービスを実施している関係団体で

す。 

※ 第三セクター等は、資本金、基本金その他これらに準ずるものの 50％以上を本市が出資し

ている団体、または、人件費の相当程度など重要な補助金を交付している団体です。 
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3 作成基準日 

 作成基準日は、会計年度の最終日である令和６年 3 月 31 日としました。出納整理期間（令

和６年 4 月 1 日から 5 月 31 日まで）の入出金については、作成基準日までに終了したもの

として処理しています。 

 

4 財務書類 4 表の種類 

(1) 貸借対照表（BS：Balance Sheet）;「ストック情報」 

年度末時点において、市が保有する①資産、②負債、③純資産の残高を示すものです。 

① 資産 ：学校、公園、道路など将来の世代に引き継ぐ社会資本や、投資、基金など将来

現金化することが可能な財産 

② 負債 ：市債（地方債）や退職手当引当金など将来世代の負担となるもの 

③ 純資産：過去の世代や国・県が負担した将来返済しなくてよい財産 

 

(2) 行政コスト計算書（PL：Profit and Loss statement）;「フロー情報」 

 1 年間の行政運営コストのうち、福祉サービスやごみの収集にかかる経費など、資産形成に

つながらない行政サービスに要したコストと行政サービスの提供に伴う収益を、①人件費、

②物件費等、③その他の業務費用、④移転費用、⑤経常収益、⑥臨時損失、⑦臨時利益に区分

して表示したものです。 

① 人件費 ：職員給与や議員報酬、退職給付費用（当該年度に退職手当引当金として新た

に繰り入れた額）など 

② 物件費等：備品購入費や消耗品費、委託料、施設等の維持補修にかかる経費、減価償却

費（社会資本の経年劣化等に伴う減少額）など 

③ その他の業務費用：市債償還の利子、外郭団体の営業外費用など 

④ 移転費用：市民への補助金や児童手当、生活保護費などの社会保障経費など 

⑤ 経常収益：使用料や手数料、財産貸付収入、預金利子、受託事業収入、雑入など 

⑥ 臨時損失：災害復旧に要する経費、資産の除却や売却により生じた損失など 

⑦ 臨時利益：資産の売却により生じた利益など 

 

(3) 純資産変動計算書（NW：Net Worth statement）;「純資産の変動情報」 

純資産（過去の世代や国・県が負担した将来返済しなくてよい財産）が年度中にどのよう

に増減したかを、①財源、②資産評価差額、③無償所管換等、④比例連結割合変更に伴う差

額、⑤その他に区分して表示したものです。 

① 財源： 税収等（市税、地方交付税、分担金・負担金など）及び国県等補助金（国庫支

出金、県支出金など） 
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② 資産評価差額：有価証券などの資産の評価差額 

③ 無償所管換等：無償で譲渡又は取得した固定資産の評価額など 

④ 比例連結割合変更に伴う差額：経費負担割合等に応じて比例連結を行った一部事務組合

等について、比例連結割合が変更された場合における純

資産残高の差額調整（連結においてのみ使用） 

⑤ その他：上記以外の純資産及びその内部構成の変動 

 

(4) 資金収支計算書（CF：Cash Flow statement ）;「現金収支情報」 

 １年間の資金の増減を、①業務活動収支、②投資活動収支、③財務活動収支に区分し、残

高を表示したもので、どのような活動に資金が必要であったかを表したものです。 

① 業務活動収支：行政サービスを行う中で、毎年度継続的に収入、支出されるもの 

② 投資活動収支：学校、公園、道路などの資産形成や、投資、貸付金などの収入、支出など 

③ 財務活動収支：市債、借入金などの借入、償還など 

 

5 財務書類 4 表の相互関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経常費用
資産形成を伴わない行政サービ

スにかかる経費

負債 ―

将来世代への負担 経常収益
行政サービスの対価として得ら

れた収入

＋

臨時損失

純資産 ―

臨時利益

＝

純行政コスト
市税や交付税、国県支出金など

で賄うべきコスト

前年度末資金残高

＋ ―

業務活動収支 純行政コスト

＋ ＋

投資活動収支 財源 市税や国県等補助金など

＋ ＋

財務活動収支 その他

＝ ＝

本年度末資金残高

【行政コスト計算書】

【純資産変動計算書】

前年度末純資産残高

本年度末純資産残高

将来にわたり

行政サービスを

提供するための資源

資産

（うち現金預金）

毎年度必要となる業務活動の収支

資産形成や投資、貸付金などにか

かる収支

市債、借入金などの借入、償還な

どにかかる収支

これまでに

蓄積してきたもの

【貸借対照表】

【資金収支計算書】
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Ⅱ 一般会計等財務書類 

 
1 ２期比較貸借対照表 

 令和４年度及び令和５年度の貸借対照表は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。 
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2 行政コスト計算書 

 令和５年度の行政コスト計算書は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

経常費用 39,515,188
業務費用 23,894,256

人件費 5,769,669
職員給与費 4,010,237
賞与等引当金繰入額 470,744
退職手当引当金繰入額 △ 30,393
その他 1,319,080

物件費等 17,312,189
物件費 6,224,247
維持補修費 1,485,243
減価償却費 9,602,698
その他 0

その他の業務費用 812,398
支払利息 154,145

徴収不能引当金繰入額 △ 10,483
その他 668,737

移転費用 15,620,932
補助金等 5,552,341
社会保障給付 7,849,769
他会計への繰出金 2,192,169
その他 26,653

経常収益 1,894,532
使用料及び手数料 477,954
その他 1,416,578

純経常行政コスト 37,620,656
臨時損失 364,435

災害復旧事業費 227,611
資産除売却損 136,825
投資損失引当金繰入額 0
損失補償等引当金繰入額 0
その他 0

臨時利益 2,956
資産売却益 2,956
その他 0

純行政コスト 37,982,135

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

自　令和５年４月１日　

至　令和６年３月３１日

科目 金額
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3 純資産変動計算書 

 令和５年度の純資産変動計算書は次のとおりです。 
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4 資金収支計算書 

令和５年度の資金収支計算書は次のとおりです。 
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【注記】 

１．重要な会計方針 

○有形固定資産等の評価基準及び評価方法 

① 有形固定資産･･････････････････････････････取得原価 

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

ア 昭和 59 年度以前に取得したもの･･･････････再調達原価 

ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。 

イ 昭和 60 年度以後に取得したもの 

取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 

取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。 

② 無形固定資産･･････････････････････････････取得原価 

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 

取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

○有価証券等の評価基準及び評価方法 

① 満期保有目的有価証券･･････････････････････償却原価法（定額法） 

② 満期保有目的以外の有価証券 

ア 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格 

（売却原価は移動平均法により算定） 

イ 市場価格のないもの･･････････････････････取得原価（又は償却原価法（定額法）） 

③ 出資金 

ア 市場価格のあるもの･･････････････････････会計年度末における市場価格 

（売却原価は移動平均法により算定） 

イ 市場価格のないもの･･････････････････････出資金額 

○有形固定資産等の減価償却の方法 

① 有形固定資産･････････定額法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物 15 年～50 年、工作物 15 年～50 年、物品 3 年～10 年 

② 無形固定資産･････････定額法 

商標権 10 年、コンテンツ資産 5 年 

○引当金の計上基準及び算定方法 

① 投資損失引当金 

市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、実

質価額が著しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額を計上しています。 

② 徴収不能引当金 

未収金及び長期延滞債権については、個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上

しています。 

③ 退職手当引当金 

退職手当債務から組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手当と

して支給された額の総額を控除した額に、組合における積立金額の運用益のうち浜田市へ

按分される額を加算した額を控除した額を計上しています。 

④ 賞与等引当金 
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翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見

込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。 

 

○リース取引の処理方法 

① ファイナンス・リース取引 

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

② オペレーティング・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。 

○資金収支計算書における資金の範囲 

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（預金等） 

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを

含んでいます。 

○その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

① 物品及びソフトウェアの計上基準 

物品については、取得価額又は見積価格が 50 万円（美術品は 300 万円）以上の場合に資

産として計上しています。 

② 資本的支出と修繕費の区分基準 

資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が 50 万円未満であるときに修繕費とし

て処理しています。 

 

２．重要な後発事象 

○組織・機構の大幅な変更 

該当なし。 

 

○重大な災害等の発生 

該当なし。 

 

３．追加情報 

○対象範囲（対象とする会計名） 

一般会計等財務書類の対象範囲は次のとおりです。 

 一般会計 

○出納整理期間について、出納整理期間が設けられている旨（根拠条文を含みます。）及び出納

整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としている旨 

地方自治法第 235 条の 5 に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、出納整

理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としていま

す。 

○地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率の状況 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率の状況は、次のとおりで

す。 

実質公債費比率  10.5％（前年度 10.8％） 

将来負担比率    6.3％（前年度 20.9％） 

（実質赤字比率 及び 連結実質赤字比率 に数字の計上はありません。） 

 



10 

 

○繰越事業に係る将来の支出予定額 

繰越事業に係る将来の支出予定額 2,628 百万円 

○売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲 

売却可能資産の範囲及び内訳は、次のとおりです。 

ア 範囲 

 令和 6 年度予算において、財産収入として措置されている公共資産 

イ 内訳 

事業用資産 13 百万円 

土地 13 百万円 

インフラ資産 0 百万円 

土地 0 百万円 

※令和 6 年 3 月 31 日時点における売却可能価額を記載しています。 

○将来負担に関する情報（地方公共団体財政健全化法における将来負担比率の算定要素） 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律における将来負担比率の算定要素は、次のとおり

です。 

標準財政規模 20,779 百万円 

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 4,514 百万円 

将来負担額 54,824 百万円 

充当可能基金額 15,320 百万円 

特定財源見込額 952 百万円 

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 37,515 百万円 

○純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容 

① 固定資産等形成分 

固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上しています。 

② 余剰分（不足分） 

純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。 

○基礎的財政収支 

① 基礎的財政収支 2,217 百万円 

② 既存の決算情報との関連性 

 歳入歳出決算書 資金収支計算書 

収入（歳入） 
40,241 百万円 38,841 百万円 

 （前年度繰越金）1,400 百万円 

支出（歳出） 39,237 百万円 39,237 百万円 

    金額は「資金収支計算書」の収入及び支出と一致します。 

○一時借入金の限度額 

一時借入金の限度額は、次のとおりです。 

一時借入金の限度額 10,000 百万円 
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Ⅲ 分析 
1 主な分析指標 

(1) 資産形成度の指標「将来世代に残る資産はどのくらいあるか」 

①住民一人当たり資産額（一般会計等） 

資産合計／住民基本台帳人口 

237,517,885 千円／49,096 人＝4,838 千円 

市が所有する資産額を住民人口で除して、一人当たりの金額を算出したものです。 

住民基本台帳人口は、令和 6 年 3 月 31 日時点の人口を用いています。以下同じです。 

②歳入額対資産比率（一般会計等） 

資産合計／（本年度収入合計＋前年度末資金残高） 

237,517,885 千円／（38,841,079 千円＋1,400,048 千円）＝5.90 年 

本年度の歳入総額に対する資産の比率を表したものです。これまでに取得した資産が、

歳入の何年分に相当するかを表しています。 

③有形固定資産減価償却率（資産老朽化比率）（一般会計等） 

有形固定資産の減価償却累計額／取得価額等 

293,082,196 千円／463,228,547 千円＝63.27% 

土地や建設仮勘定（建設中の建物等に支払った建設費の一部）以外の有形固定資産を

一定の耐用年数によって減価償却を実施した場合、年度末における資産が全体として

どの程度経過しているかの比率で 100％に近いほど老朽化の程度が高いことを示して

います。 

 

(2) 世代間公平性の指標「将来世代と現世代との負担の分担は適切か」 

①純資産比率（一般会計等） 

純資産合計／資産合計 

191,803,905 千円／237,517,885 千円＝80.75% 

地方公共団体が有する資産のうち純資産の部分は過去及び現役世代の負担によるも

ので、負債の部分は将来の返済が必要なものとして将来世代が負担することになりま

す。そのため、純資産の変動は、将来世代と現世代との間で負担の割合が変動したこ

とを意味します。将来負担を過重にしないためにも純資産比率は高い方が良いとされ

ています。 

②社会資本等形成の世代間負担比率（一般会計等） 

地方債／社会資本等（事業用資産＋インフラ資産） 

40,789,931 千円／202,985,984 千円＝20.09% 

市の所有する社会資本等の財源のうち、将来償還等が必要な負債が占める割合（公共

資産等形成充当負債の割合）を算出することにより、社会資本等形成に係る将来世代
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の負担の比率を把握することができます。この比率が高いほど、将来世代の負担が大

きいことを示しています。 

 

(3) 持続可能性（健全性）の指標「財政に持続可能性があるか（どのくらい借金があるか）」 

①住民一人当たり負債額（一般会計等） 

負債額／住民基本台帳人口 

45,713,980 千円／49,096 人＝931 千円 

負債（将来世代の負担）が住民一人当たりいくらあるのかを表し、住民一人当たりの

資産や純資産などと対比して財政の健全性を検討する指標です。 

(1)資産形成度の指標の①住民一人当たり資産額と比較すると負債額の約 5.20 倍の資

産を保有していることがわかります。 

②基礎的財政収支（プライマリーバランス）（一般会計等） 

業務活動収支－（支払利息支出）＋投資活動収支＋（基金積立支出－基金取崩収入） 

4,046,909 千円－（△ 154,145 千円）＋△ 1,164,860 千円 

＋（+819,409 千円） ＝3,855,603 千円 

資金収支計算書上の業務活動収支（支払利息支出を除く。）及び投資活動収支の合算額

のことをいい、地方債等の元利償還額を除いた歳出と、地方債等発行収入を除いた歳

入の収支を示しています。当該収支が均衡している場合には、経済成長率が長期金利

を下回らない限り経済規模に対する地方債等の比率は増加せず、持続可能な財政運営

であるといえます。 

③債務償還比率（一般会計等） 

(将来負担額－充当可能基金残高）／(業務活動収支[黒字分]＋臨時財政対策債発行可

能額＋減収補填債特例分発行額) 

(54,824,161 千円－15,320,350 千円）／ 

（4,046,909 千円＋96,531 千円＋0 千円）＝9.53 年 

地方債や退職手当引当金といった実質債務の全てに対し、償還財源上限額をすべて償

還に充てた場合、何年で現在の債務を償還できるかを示す指標です。債務償還能力は

債務償還可能年数が短いほど高いといえます。債務の償還原資を経常的な業務活動か

らどれだけ確保できているかということは、債務償還能力を把握するうえで非常に重

要な指標です。 

 

(4) 効率性の指標「行政サービスは効率的に提供されているか」 

①住民一人当たり純経常行政コスト（一般会計等） 

純経常行政コスト／住民基本台帳人口 

37,620,656 千円／49,096 人＝766 千円 

純経常行政コスト（資産形成につながらない行政サービス等）は、住民一人当たりい
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くらかかっているのかを表しています。 

②住民一人当たり人件費（一般会計等） 

人件費／住民基本台帳人口 

5,769,669 千円／49,096 人＝118 千円 

行政コストのうち人件費だけに絞って住民一人当たりのコストを計算したものです。

人件費には、議員や職員、嘱託職員にいたるまで、実際の給与や手当、退職手当負担

金の現金支出額のみならず発生主義において認識した退職手当引当金や賞与引当金

も含んでいます。 

③住民一人当たり物件費（一般会計等） 

物件費等／住民基本台帳人口 

17,312,189 千円／49,096 人＝353 千円 

物件費等は外部への業務委託料や社会資本等（事業用資産＋インフラ資産）の使用コ

ストを表す減価償却費、維持補修費等の合算額を表しており、このコストが住民一人

当たりいくらになるかを表しています。 

④住民一人当たり移転費用（一般会計等） 

移転費用／住民基本台帳人口 

15,620,932 千円／49,096 人＝318 千円 

扶助費などの社会保障関係給付や各特別会計への繰出金、政策目的により市民や各団

体などへ支出する補助金など、一般会計以外の事業として進める行政サービスが住民

一人当たりいくらになるかを表しています。 

 

(5) 弾力性の指標「資産形成等を行う余裕はどのくらいあるか」 

①行政コスト対税収等比率（一般会計等） 

純経常行政コスト／財源等（税収等＋国県等補助金） 

37,620,656 千円／33,112,802 千円＝113.61% 

税収等の一般財源等に対する行政コストの比率を表しています。当該年度の税収等の

うち、どれだけが資産形成を伴わない行政コストに使われたのかを把握することがで

きます。この比率が 100％に近づくほど資産形成の余裕度が低く、さらに 100％を上

回ると、過去から蓄積した資産が取り崩されたことを表します。 

 

(6) 自律性の指標「歳入はどのくらい税収等で賄われているか（受益者負担の水準はどう

なっているか）」 

①受益者負担比率（一般会計等） 

経常収益／経常費用 

1,894,532 千円／39,515,188 千円＝4.79% 

地方公共団体の経常費用のうち、サービスの受益者が直接的に負担するコストの比率です。 
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2 住民一人あたりの財務書類 4 表 

貸借対照表や行政コスト計算書自体では、団体の人口規模等により単純な他団体比較が

困難です。このため、貸借対照表や行政コスト計算書の各項目の金額を住民一人あたりで

算出することにより、他団体との比較を容易なものにします。また、より住民が実感を持

てる数値として開示するという効果もあります。住民一人あたりの財務書類 4 表は次のと

おりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額 金額

資産の部 負債の部

１ 固定資産 4,644千円 １ 固定負債 802千円

①有形固定資産 4,361千円 ①地方債 717千円

ⅰ事業用資産 1,120千円 ②長期未払金 0千円

（減価償却累計額 △ 1,040千円） ③引当金 85千円

ⅱインフラ資産 3,014千円 ④その他 0千円

（減価償却累計額 △ 4,852千円） ２ 流動負債 129千円

ⅲ物品 304千円 ①1年以内償還予定 地方債等 114千円

（減価償却累計額 △ 78千円） ②未払金・未払費用 0千円

②無形固定資産 1千円 ③引当金 10千円

③投資その他資産 282千円 ④その他 6千円

２ 流動資産 194千円 931千円

①現金預金 26千円

②基金 167千円

③その他 1千円 3,907千円

4,838千円 4,838千円

金額 金額
１ 経常費用   計 805千円 １ 業務活動収支 82千円

① 人件費 118千円 ①業務支出 609千円
② 物件費等 353千円 ②業務収入 692千円
③ その他業務費用 17千円 ③臨時支出 5千円
④ 移転費用 318千円 ④臨時収入 4千円

補助金等 113千円 ２ 投資活動収支 △ 24千円
社会保障給付 160千円 ①投資活動支出 68千円
他会計への繰出金 45千円 ②投資活動収入 44千円
その他 1千円 ３ 財務活動収支 △ 67千円

２ 経常収益   計 39千円 ①財務活動支出 118千円
① 使用料及び手数料 10千円 ②財務活動収入 51千円
② その他 29千円 当期収支 △ 8千円

３ 純経常行政コスト 766千円 期首資金残高 29千円
４ 臨時損失 7千円 期末資金残高 20千円
５ 臨時利益 0千円 前年度末歳計外現金残高 4千円

774千円 本年度歳計外現金増減額 2千円
本年度末歳計外現金残高 6千円
本年度末現金預金残高 26千円

金額
4,006千円

△ 774千円
１ 財源 674千円

税収等 496千円 （注）

国県等補助金 179千円

２ 本年度差額 △ 99千円

３ 資産評価差額 0千円
４ 無償所管換等 0千円
５ その他 0千円
６ 本年度純資産変動額 △ 99千円
７ 本年度末純資産額 3,907千円

貸借対照表
（令和6年3月31日現在）

純資産合計

純資産の部

資産合計 負債及び純資産合計

住民一人あたりの財務書類4表（一般会計等）

令和6年3月31日現在　住民基本台帳人口：49,096人

負債合計

借方 貸方

行政コスト計算書

至　令和6年3月31日
自　令和5年4月 1日

至　令和6年3月31日

資金収支計算書
自　令和5年4月 1日

期首純資産残高
純行政コスト

表示単位未満単純四捨五入のため、集計は必ず
しも一致しません。

純行政コスト

純資産変動計算書
自　令和5年4月 1日
至　令和6年3月31日
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3 他自治体との比較 

財務書類の数値や比率を財政状況の類似団体（人口と産業構造の類似した市町村）と比

較することで、浜田市の財政状況の傾向が把握できます。なお、類似団体の比較に用いて

いる数値は、前年度の令和 4 年度決算の数値です（浜田市は令和 5 年度決算の数値）。 

 

【比較対象団体の概要】 

団体名 類団区分 人口 面積(ｋ㎡) 歳入総額(千円) 県 

浜田市 Ⅱ－３ 49,096 690.68 40,055,863 島根県 

石狩市 Ⅱ－３ 57,954 722.42 36,063,000 北海道 

南砺市 Ⅰ－2 47,778 668.64 38,036,000 富山県 

三次市 Ⅱ－１ 49,557  778.14 41,434,000 広島県 

萩市 Ⅰ－１ 43,685 698.31 31,399,000 山口県 

            ※人口は、令和 6 年 1 月 1 日現在の住民基本台帳に基づいています。 

 

 

 

浜田市 

石狩市 

南砺市 

三次市 

萩市 
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１ 資産形成度～将来世代に残る資産はどれくらいあるか～ 

 

①  住民一人当たり資産額  

 

（指標説明） 

資産額を住民基本台帳人口で除して住民一人当たり資産額とすることにより、住民等によって理

解しやすい情報になるとともに、他団体との比較が容易になります。 

（経年比較） 

 

（他市比較） 

 

 （分析結果） 

経年比較において住民一人当たり資産額は 5,000 千円前後で推移しており、毎年の設備更新の

結果、一定の規模を維持しています。一方、他市との比較では南砺市に次いで大きくなっていま

す。人口規模に大差はなく、主に保有施設額が他市に比べて多いことが要因と考えられます。  

浜田市 237,517,885 49,096 4,838

石狩市 78,687,890 57,954 1,358

南砺市 312,103,680 47,778 6,532

三次市 157,805,000 49,557 3,184

萩市 131,311,500 43,685 3,006

自治体名
住民基本台帳

人口（人）

資産合計

（千円）

住民一人当

たり資産額

（千円）
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②  有形固定資産減価償却率  

  

（指標説明） 

有形固定資産のうち、土地・立木竹・建設仮勘定等の非償却資産を除いた「償却資産の取得価額

等」に対する「減価償却累計額」の割合を算出することにより、耐用年数に対して資産の取得から

どの程度経過しているのかを全体として把握することができます。 

 

（経年比較） 

 

（他市比較） 

 
 

（分析結果） 

  令和 5 年度において有形固定資産減価償却率は 61.3%と算定され、経年比較では増加傾向にあ

り、主に道路等のインフラ工作物の経年による減価償却累計額の増加によるものと考えられます。

また、他市と比較すると低い水準となっており、新規資産の取得等が他市よりも多額となってい

ること等が考えられます。 

浜田市 478,178,151 293,082,196 61.3%

石狩市 124,665,000 82,850,000 66.5%

南砺市 305,187,000 199,437,000 65.3%

三次市 236,242,000 153,816,000 65.1%

萩市 207,117,000 152,102,000 73.4%

自治体名
償却資産合計

（千円）

有形固定資

産減価償却

率(%)

減価償却

累計額

(千円)
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③  歳入総額に対する資産比率  

 

     ※歳入総額＝収入合計＋期首歳計現金残高 

（指標説明） 

歳入総額に対する資産の比率を示す指標であり、これまでに形成されたストックとしての資産が

歳入の何年分に相当するかを表し、自治体の資産形成の度合いを測ることができます。 

（経年比較） 

 

（他市比較） 

 

 

（分析結果） 

歳入総額に対する資産比率は5.6年と算定され、昨年度と比較して同程度の水準にあります。一方、

他市比較では南砺市に次いで高い水準となっており、歳入規模に対して施設が多く、今後人口減少

に伴う税収の減少や施設の維持修繕費の増加を考慮すると、施設の集約化等の資産のスリム化への

取組が必要と考えられます。 

浜田市 237,517,885 42,105,016 5.6

石狩市 78,687,890 36,062,000 2.2

南砺市 312,103,680 38,036,000 8.2

三次市 157,805,000 41,434,000 3.8

萩市 131,311,500 31,399,000 4.2

歳入額対資

産比率

（年）

自治体名
資産合計

（千円）

歳入総額

（千円）
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２ 持続可能性～財政に持続可能性があるか～ 

 

①  住民一人当たり負債額  

 

（指標説明） 

負債額を住民基本台帳人口で除して住民一人当たり負債額とすることにより、住民にとって理解

しやすい情報となるとともに、他団体との比較が容易になります。 

（経年比較） 

 

（他市比較） 

 

 

（分析結果） 

住民一人当たり負債額は 931 千円と算定され、経年比較では新規発行を超える地方債の償還によ

り減少傾向となっています。他市比較では三次市に次いで高い水準となっており、原因として他市

に比べ固定資産が多いことに伴い、財源となる地方債も多くなっていることが考えられます。  

浜田市 45,713,980 49,096 931

石狩市 31,995,700 57,954 552

南砺市 40,915,250 47,778 856

三次市 57,409,000 49,557 1,158

萩市 28,637,670 43,685 656

自治体名
負債合計

（千円）

住民基本台帳

人口（人）

住民一人当

たり負債額

（千円）
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②   基礎的財政収支（プライマリーバランス） 

    ※業務活動収支は支払利息支出を除き、投資活動収支は基金取崩収入及び基金積立支出を除く 

（指標説明） 

地方債等の元利償還額を除いた歳出と地方債等発行収入を除いた歳入のバランスを示す指標と

なります。プライマリーバランスが均衡している場合には、経済成長率が長期金利を下回らない限

り経済規模に対する地方債等の比率は増加せず、持続可能な財政運営にあるといえます。 

（経年比較） 

 

※平成 30 年度において指標の算式が変更されているため、過年度の基礎的財政収支は変更後の算

定式で算出している。 

（他市比較） 

 

（分析結果） 

基礎的財政収支は 3,251 百万円となっており、昨年度との比較では、主に税収等収入の増加 609 百

万円及び公共施設等設備費支出の減少△2,846 百万円により、増加しています。なお、基礎的財政

収支の増加部分は財務活動収支のうち、地方債の償還等に充てています。また、基礎的財政収支は

継続して黒字であり、住民一人当たり負債額が減少傾向にあることから、債務返還の財源を確保で

きている状況とわかります。他市との比較においては安定しているといえますが、継続的な均衡が

望まれるため、今後の収支状況にも留意する必要があります。 

 

浜田市 4,201,054 -345,451 3,855,603

石狩市 4,118,000 -1,689,000 2,429,000

南砺市 5,681,000 -2,464,000 3,217,000

三次市 5,414,000 -3,268,000 2,146,000

萩市 3,497,000 -2,120,000 1,377,000

基礎的財政

収支（千円）
自治体名

調整後

業務活動収支

（千円）

調整後

投資活動収支

（千円）

基礎的財政収支 ＝ （業務活動収支）-（投資活動収支) ＝ 3,855,603千円
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３ 世代間公平性～将来世代と現世代との負担の分担は適切か～ 

 

   ①  純資産比率  

  

（指標説明） 

資産のうち償還義務のない純資産の割合を示す指標です。この比率が高いほど負債の割合が少な

く、将来世代の負担が少ないといえますが、世代間負担の公平を図るためには、現役世代と将来世

代との負担のバランスにも留意することが必要となります。 

（経年比較） 

 

（他市比較） 

  

（分析結果） 

純資産比率は 80.8%となっており、経年比較では増加傾向にあります。これは近年新規発行を超

える地方債の償還を行っている影響によるものであり、他市との比較においても同水準からやや高

い水準となっています。現状は資産が負債を大きく上回っており、将来世代への負担は高まっては

いない状況です。今後、人口減少や高齢化により税収等の減少などが見込まれる中で、施設の集約

化等の資産のスリム化等を進め、将来世代の負担が過多とならないよう留意する必要があります。 

浜田市 191,803,905 237,517,885 80.8%

石狩市 46,692,000 78,687,890 59.3%

南砺市 271,188,000 312,103,680 86.9%

三次市 100,396,000 157,805,000 63.6%

萩市 102,674,000 131,311,500 78.2%

自治体名
純資産合計

（千円）

資産合計

（千円）

純資産比率

（％）
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４ 効率性～行政サービスは効率的に提供されているか～ 

 

①  住民一人当たり行政コスト  

 

（指標説明） 

行政コスト計算書で算出される行政コストを住民基本台帳人口で除して住民一人当たり行政コ

ストとすることにより、地方公共団体の行政活動の効率性を測定することができます。 

（経年比較） 

 

（他市比較） 

  

（分析結果） 

住民一人当たり行政コストは 774 千円となっており、昨年度より微増しています。また令和 2年

度は一時的に高額となっていますが、これは主に新型コロナウイルス感染症関連事業として感染拡

大の防止や雇用の維持等への支援に関する移転費用（補助金等）による影響です。一方、他市比較

では高い水準となっています。資産残高の水準が高く、減価償却費に係る行政コストが大きいこと

が原因として考えられ、施設マネジメント等を通した継続的な経費削減が必要と考えられます。 

浜田市 37,982,135 49,096 774

石狩市 29,177,610 57,954 503

南砺市 30,922,440 47,778 647

三次市 32,610,000 49,557 658

萩市 27,335,910 43,685 626

自治体名
純行政コスト

（千円）

住民基本台帳

人口（人）

住民一人当た

り行政コスト

（千円）
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５ 自律性～受益者負担の水準はどうなっているか～ 

 

①  受益者負担比率  

 

（指標説明） 

 行政コスト計算書の経常収益は、使用料・手数料など行政サービスに係る受益者負担の金額を表

すため、これを経常費用と比較することにより、行政サービスの提供に対する直接的な負担の割合

を算出することができます。 

（経年比較） 

 

（他市比較） 

  

（分析結果） 

受益者負担比率 4.8%となっており、昨年度より高い水準となっています。類団比較においても比較

的高い水準にあるものの、利用料金制を採用する指定管理が多い場合、他事例が低くでている可能

浜田市 1,894,532 39,515,188 4.8%

石狩市 1,069,000 30,406,000 3.5%

南砺市 970,000 31,704,000 3.1%

三次市 723,000 31,852,000 2.3%

萩市 1,013,000 28,185,000 3.6%

自治体名
経常収益

（千円）

経常費用

（千円）

受益者負担

比率（％）
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性がある点に留意が必要です。人口減少と高齢化により財政運営が厳しくなる中で、自主財源の確

保は重要であり、市有財産の活用による自己財源の確保等、収入増加を進める必要があります。ま

た、具体的な検討を実施する際には、施設ごとの受益者負担率算定することが有用です。 
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Ⅳ 全体財務書類 
1 全体貸借対照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

【資産の部】 【負債の部】

固定資産 255,665,775 固定負債 62,993,225

有形固定資産 244,583,734 地方債等 47,293,225

事業用資産 55,241,951 長期未払金 0

土地 24,798,012 退職手当引当金 4,528,309

土地減損損失累計額 0 損失補償等引当金 0

立木竹 612,809 その他 11,171,692

立木竹減損損失累計額 0 流動負債 8,153,329

建物 76,451,529 1年内償還予定地方債等 7,011,350

建物減価償却累計額 △ 48,110,636 未払金 333,410

建物減損損失累計額 0 未払費用 0

工作物 4,928,860 前受金 0

工作物減価償却累計額 △ 3,446,786 前受収益 0

工作物減損損失累計額 0 賞与等引当金 513,113

船舶 4,238 預り金 283,577

船舶減価償却累計額 △ 3,363 その他 11,880

船舶減損損失累計額 0 71,146,554

浮標等 0 【純資産の部】

浮標等減価償却累計額 0 固定資産等形成分 264,507,613

浮標等減損損失累計額 0 余剰分（不足分） △ 67,714,163

航空機 0

航空機減価償却累計額 0

航空機減損損失累計額 0

その他 5,614

その他減価償却累計額 △ 376

その他減損損失累計額 0

建設仮勘定 2,052

インフラ資産 176,670,086

土地 3,880,115

土地減損損失累計額 0

建物 4,268,033

建物減価償却累計額 △ 2,892,678

建物減損損失累計額 0

工作物 438,786,212

工作物減価償却累計額 △ 269,306,264

工作物減損損失累計額 0

その他 2,267,186

その他減価償却累計額 △ 1,632,283

その他減損損失累計額 0

建設仮勘定 1,299,765

物品 23,420,278

物品減価償却累計額 △ 10,748,581

物品減損損失累計額 0

無形固定資産 126,772

ソフトウェア 2,944

その他 123,828

投資その他の資産 10,955,270

投資及び出資金 779,991

有価証券 140,969

出資金 639,022

その他 0

投資損失引当金 0

長期延滞債権 298,921

長期貸付金 420,560

基金 9,518,585

減債基金 1,237,086

その他 8,281,499

その他 0

徴収不能引当金 △ 62,788

流動資産 12,274,229

現金預金 3,104,325

未収金 332,699

短期貸付金 27,828

基金 8,814,010

財政調整基金 6,313,713

減債基金 2,500,297

棚卸資産 5,887

その他 0

徴収不能引当金 △ 10,521

繰延資産 0 196,793,450

267,940,004 267,940,004

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

（令和６年３月３１日現在）

科目 金額 科目 金額

負債合計

純資産合計

資産合計 負債及び純資産合計
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2 全体行政コスト計算書 
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3 全体純資産変動計算書 
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4 全体資金収支計算書 
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Ⅴ 連結財務書類 
1 連結貸借対照表 
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2 連結行政コスト計算書 
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3 連結純資産変動計算書 
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Ⅵ 連単倍率表について 
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参考 各表項目解説 

 

 

 

1 (1) ①事業用資産 庁舎や学校、市営住宅などの資産

固定資産 有形固定資産 ②インフラ資産 道路や公園などの社会基盤となる資産

③物品 現金や基金等以外の動産

ソフトウェアなどの資産

出資金や税等未収金に対する債権、基金など

現金預金、税等未収金に対する債権、基金など

1 地方債残高のうち翌年度に償還する額を除いた残高

固定負債 市が負担することが確定している債務のうち翌年度に支払うものを除いたもの

退職手当引当金

2 地方債残高のうち翌年度償還予定額

流動負債 市が負担することが確定している債務のうち翌年度に支払うもの

賞与引当金など

これまでの世代が負担して蓄積された資産

職員給与や議員報酬、退職給付費用など

備品や消耗品、施設等の維持修繕に係る経費や事業用資産の減価償却費など

地方債や関係団体の借入金の償還利子など

団体や市民への補助金など

児童手当や生活保護費、障がい福祉の扶助費など

他会計への繰出金など

負担金、補償金、補填金、賠償金など

公共施設を使用した際に徴収する使用料や証明書の発行手数料など

利子および配当金、財産売払収入、雑入など

臨時損失

臨時利益

業務支出

業務収入

臨時支出

臨時収入

投資活動出

投資活動収入

財務活動支出

財務活動収入

貸借対照表

純資産変動計算書

資産収支計算書

資産売却収入など

公共施設や道路整備などの資産形成、投資や貸付金などの金融資産形成に支出したもの

地方税、地方交付税、地方譲与税等からなる「税収等」、国庫支出金、県支出金などからなる「国県等補助金」

市場価格のある出資金の評価差額など

無償で譲渡または取得した固定資産の評価額など

財源

資産評価差額

臨時利益

④

移転支出

①人件費

②物件費

③その他の業務費用

災害復旧事業費、資産除売却損など

土地などの固定資産の売却収入など

地方債や借入金などの元本の償還

地方債や借入金の収入

経常費用

投資活動収支

経常収益

行政サービスを行う中で、毎年度継続的に支出されるもの（人件費、物件費、補助費、扶助費など）

行政サービスを行う中で、毎年度継続的に収入されるもの （市税、保険料、使用料、手数料など）

災害復旧事業費など

②業務関連収益

③引当金

純資産の部 純資産合計

経常費用 補助金等移転支出

その他の移転支出

社会保障給付

他会計への繰出金

行政コスト計算書

資産の部
(2)無形固定資産

(3)投資その他の資産

2流動資産

負債の部

①地方債

②未払金

③引当金

①地方債

②未払金

資産売却益など

経常収益
①業務収益


